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国民年金　こんなときには届出が必要です
　国民年金の加入対象者になるときや届出内容に変更があるときは、届け出が必要です。

届出するとき 必要なもの
20歳になったとき(※厚生年金・共済組合
の加入者と被扶養配偶者は除きます）

①認印（本人手続の場合は不要）　②国民年金被保険者資格取
得届書(20歳用)※20歳誕生月の前月に送付されます

会社を辞めたり、公務員を退職したりし
たときなど（※扶養されている配偶者も
併せて届出になります）

①年金手帳　②離職・退職月日のわかるもの（健康保険資格
喪失証明書など）　③認印

厚生年金や共済年金に加入している配偶
者の扶養からはずれたとき

①年金手帳　②扶養でなくなった日のわかるもの（健康保険
資格喪失証明書など）　③認印

保険料の免除申請・若年者納付猶予制度
を申請したいとき（申請月の2年1カ月前
の月分まで、さかのぼって申請できます）

①年金手帳　②失業を理由として申請する方は「雇用保険受
給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」など
③認印※転入された方で税申告された住所と現住所が異なる
場合は、申請書に税申告時の住所と世帯主の記載が必要です。

学生納付特例申請をしたいとき（申請月
の2年1カ月前の月分まで、さかのぼって
申請できます）

①年金手帳（20歳加入時の場合は不要）　②学生証の写しまた
は在学証明書（原本）など学生を証明できるもの　③認印

受給権者の住所・名前の変更、または支
払機関を変えるとき

弘前年金事務所へ変更届を提出してください。
※届け出の用紙などはつがる市市民課に用意してあります。

国民年金を受給するとき 弘前年金事務所、またはつがる市市民課にお問い合わせくだ
さい

死亡したとき（国民年金に加入したこと
がある方、国民年金受給者など）

弘前年金事務所、またはつがる市市民課にお問い合わせくだ
さい

　移動年金相談日　日時　8月24日（水）、9月28日（水）、10月26日（水）10時～15時
　　　　　　　　　場所　つがる市役所２階相談室　
　　　　　　　　　※事前の予約が必要です。　
　　　　　　　　　弘前年金事務所　お客様相談室　電話0172-27-1309

【問い合わせ先】つがる市市民課　電話42-2111(内線261･267） 弘前年金事務所　電話0172-27-1337
　　　　　　　　稲垣出張所　電話46-2111　　車力出張所　電話56-2111

地域密着型サービス事業者
(グループホーム)の公募説明会
　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）１
事業所（木造地区）廃止に伴う整備にあたり、公募
説明会を以下のとおり開催します。
　平成28年度事業者選定、29年度建設完了の予定
で、募集の対象となる日常生活圏域は木造地区とな
ります（1ユニット）。
日　時　8月23日（火）13時30分
場　所　市役所３階会議室
申　込　 ①法人名・住所・電話番号 ②出席者氏名・

住所・電話番号を任意様式で記入し、8月
22日までにFAXにてお申し込みください。

※ 公募に関する情報は随時、市ホームページに掲載
します。
【申し込み・問い合わせ先】
　介護課　電話42-2111(内線235)FAX49-1230

　戦没者遺児による
　　　　慰霊友好親善事業
　同事業は、日本遺族会が厚生労働省からの補助を
受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没
者の遺児を対象として、父等の戦死した旧戦域を訪
れ慰霊追悼を行うとともに、現地の方々と友好親善
をはかることを目的としています。
　参加費用は、10万円です。
　実施地域　旧満州、旧ソ連、西部ニューギニア、
マリアナ諸島、トラック・パラオ諸島、東部ニューギ
ニア、ボルネオ・マレー半島、フィリピン、ソロモン
諸島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、中国 他
　実施時期　平成29年3月29日まで（各地域で時
期が異なります）
※詳細は事務局までお問い合わせください。
【問い合わせ先】日本遺族会事務局　電話03-3261-5521
【申し込み先】青森県遺族会　電話017-722-4819
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児童手当・特例給付 現況届の提出はお済みですか？
　現在児童手当を受給されている方は「現況届」の提出が必要となります。対象者の方には5月末にすでに書
類を送付しております。まだ提出されていない方は、必要書類をご確認の上、直ちに提出してくださるようお
願いします。現況届の提出がない場合、手当が差止めとなりますのでご注意ください。
提出に必要なもの
　•児童手当・特例給付現況届（市から送付済みです）　・印鑑
　•〈厚生年金保険等に加入の場合〉受給者の保険証の写し
　•〈平成28年1月1日つがる市に住民記録がなかった方〉平成28年度所得課税証明書
　　その他、状況によって提出する書類があります。
※別居監護の場合は同封されている申立書および別居している児童のマイナンバー、
市外に在住の場合は児童の世帯全員の住民票が必要ですので、お忘れにならないよう
お願いします。
提出先　福祉課、稲垣出張所、車力出張所

【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線233）

農業用廃プラスチック処理費用の助成
　市ではこれまで、協同開発舗装で処理したものに対して助成してきましたが、このたび、協同開発舗装以外
の事業者で処理したものについても、次のとおり費用の一部を助成することとしました。
支給対象者　①市内に住所を有する方　②自ら処理業者に搬入し、処理費用を支払っている方
助　成　額　処理数量１㌔㌘につき5円の助成
持参していただくもの
① 処理数量の分かる領収書（平成28年5月23日以降の日付、ただし4月の暴風災害にかかる廃プラスチック廃
棄事業補助金の交付対象となった領収書は対象外）　②印鑑
③助成金の支給を受ける方の口座通帳（マニフェストに記入されている事業者（農家）と同一とする）
※なお、広報つがる6月号にも載せましたが、協同開発舗装の搬入でも昨年同様、補助が受けられます。
申 込 期 限　11月30日（水）

【申し込み・問い合わせ先】
　農林水産課　電話42-2111（内線414）※申し込みの受け付けは、平日9時～17時15分

西津軽土地改良区
総代選挙の日程について

任期満了日　10月26日(水)
選 挙 期 日　10月11日(火)
告　示　日　10月4日(火)
立候補届出　10月4日(火)、5日(水)
　　　　　　時間　8時30分～17時
　　　　　　場所　つがる市生涯学習交流センター
　　　　　　　　　「松の館」2階視聴覚室

　立候補予定者説明会
　　　日時　9月20日(火)　14時
　　　場所　つがる市役所　3階会議室

【問い合わせ先】
　つがる市選挙管理委員会　電話42-2540

「市・県民税」第2期
「国民健康保険税」第２期
「後期高齢者医療保険料」第２期
「介護保険料」第２期
「住宅使用料」
「公共下水道使用料」
「農業集落排水処理施設使用料」
「利用者負担額（保育料）」

　　　の納期限となっています。

市税等は納期内に納めましょう

　市税等を口座振替で納付いただいている方は、納
期限までに口座残高の確認をお願いします。

８８
月月  

はは

【問い合わせ先】
　収納課　電話42-2111(内線222)



　  狂犬病予防注射(後期)･犬の登録
　今年度2回目の狂犬病予防注射および犬の登録を実施します。
　狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は、市町村に登録する必要があります。１度登録すれば、一生有
効となりますので、必ずお手続きください。また狂犬病予防注射を毎年１回受けることも義務付けられています。
まだお済みでない飼い主の方は、最寄りの場所または動物病院などで必ず受けさせてください。

木造地区
月日 対象地区 実施場所 時間

９　

月　

15 

日
（
木
）

若 緑 団 地
桜 木 団 地
松 原
松 原 団 地
赤 根
赤 根 団 地

蓮沼･千代町集会所前 8:40～8:55

横 町
萢 中
有 楽 町
吉 岡 下 木 造
清 水 町

環境改善センター前 9:00～9:10

芦 沼
蓮 川
兼 館

芦沼コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 9:15～9:25

川 除
豊 田

川除コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 9:30～9:40

今 市
出 野 里

今市コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 9:45～9:55

堅 固
石 館

石館・堅固コミュニ
ティ消防センター前 10:00～10:10

蓮 花 田
永 田
土 滝
大 畑
西 林

旧 永 田 小 学 校 前 10:15～10:30

柴 田
近 野
菊 川

近野・十文字コミュニ
ティ消防センター前 10:35～10:45

千 代 田
吉 見
福 原

吉見コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 10:50～11:00

三 ッ 館
広 岡
越 水
駒 田

越水コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 11:05～11:15

吹 原
南 広 森
丸 山

南広森コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 13:15～13:25

出 来 島 出来島コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 13:30～13:40

菰 槌
大 湯 町
館 岡
亀 ヶ 岡

館岡コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 13:50～14:00

筒 木 坂
平 滝

筒木坂コミュニティ
消 防 セ ン タ ー 前 14:05～14:15

森田地区
月日 実施場所 時間

９
月
16
日(

金)

森 田 公 民 館 駐 車 場 8:45～8:55

旧 森 田 支 所 前 9:00～9:10

農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー 前 9:15～9:25

柏地区
月日 実施場所 時間

９
月
16
日(

金)

小 和 巻 老 人 憩 の 家 前 9:35～9:45

柏 分 庁 舎 裏 駐 車 場 9:50～10:00

広 須 老 人 憩 の 家 前 10:05～10:15

稲垣地区
月日 実施場所 時間

９
月
16
日(

金)

再 賀 集 会 所 前 10:35～10:45

稲 垣 体 育 館 前 10:50～11:00

繁 田 集 会 所 前 11:05～11:15

車力地区
月日 実施場所 時間

９
月
16
日(

金)

下 車 力 保 健 福 祉 館 前 11:20～11:30

牛 潟 公 民 館 前 11:35～11:45

車 力 屯 所 前 13:10～13:20

豊富コミュニティセンター前 13:25～13:35

富 萢 地 区 簡 易 体 育 館 前 13:40～13:50

清 水 松 晴 商 店 様 前 13:55～14:05

～　飼い主の皆様へ　～
◆注射の際は送付された通知書を持参してください。
◆犬のフンは責任をもって持ち帰りましょう。
◆犬の放し飼いは、大変危険なので絶対にやめましょう。
◆登録内容に変更等がある場合は必ず届出をして下さい。
◆ 集合注射の時はリードを短くし、他の犬とトラブルの無
いようマナーを守りましょう。

◎登録料 … 3,000円　◎注射料 … 3,100円
【問い合わせ先】
　環境衛生課　電話42-2111（内線284）
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下水道課からのお願い
「流した＝きれいになった」ではありません

　下水道の不適切な使用により、下水道施設の故障が頻繁に起こっています。マンホールポンプに異物がから
まり、汚水が道路にあふれだした事例もあります。
　地中深くを通っているため、下水道管に不具合があった場合、補修するのに大変な労力と経費がかかります。
今一度、下水道の正しい使い方を確認しましょう。

―下水道に流してはいけないもの―
キッチンから
○野菜くず・残飯
　家の下水道を詰まらせたり、下水道の中で腐ると硫化水素を発生させ下水道管を痛め
ます。
○てんぷら油など
　下水道に流すと下水道管の中で固まって排水詰まりの原因になります。
　また、コップ1杯の油を川や海に安全に返すためには約60㌧（ドラム缶300本分）の
水が必要です。古新聞などに吸わせるか凝固剤で固めるなどして燃やせるごみへ出して
ください。

トイレから
　水に溶けないティッシュのほか、紙おむつや生理用品も流してはいけません。ガムや
たばこの吸い殻、過去には、たわしやモップ、浴衣、下着類、毛布などがマンホールポ
ンプにからまり故障させたことがあります。絶対に流さないでください。

風呂・洗面所から
○髪の毛
　家の下水道のわずかなでっぱりにも引っかかりやすく、分解もしにくいので長い年月
たまり続け、ボールのような塊になって、排水詰まりの原因になります。
○熱　湯
　家の下水道（VU管）の耐熱温度は60℃です。排水口の下にはトラップがあり、熱湯
が滞留すれば変形するなどして、漏水や排水詰まりの原因となります。できる限り冷ま
してから流しましょう。

その他
○アルコール・石油類
　揮発性の高い危険物を流すと、下水道管の中で爆発したり火災の原因になります。絶
対に流さないでください。
○農薬や殺虫剤、高濃度の薬品類
　下水道管を溶かしたり変形させたりします。家の下水道で漏水や排水詰まりの原因に
なります。また、処理場で汚れをきれいにしている微生物に悪影響を及ぼします。
○下水道管の近くへの植樹
　下水道管の中へ根が侵入するなどして、排水詰まりの原因になります。

下水道施設の補修には多大なコストがかかります
　下水道は、市民の皆さんが快適に暮らしていくために、たくさんのお金を費やして整備されたものです。ルー
ルを守って正しく大切に使いましょう。

【問い合わせ】下水道課　電話42-2111（内線374）




